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平成２７年第４回教育委員会定例会 

 

平成２７年４月１日午後１時３５分開会 

市役所７階 ７０２会議室 

議題 （１）諸報告 

       ①東久留米市教育委員会教育長職務代理者の指名について 

       ②指導方法工夫改善定数等の適正な運用について（通知） 

       ③その他 

         〇市立西中学校ハンドボール部女子全国大会第３位報告会ならびに 

市立南中学校演劇部関東大会金賞受賞及び全国大会出場壮行会    

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席者（５人） 

 

 

 

 

 

 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

東久留米市教育委員会会議規則第１５条の規定に基づき出席を要求した者の職氏名 

教 育 部 長 師 岡 範 昭 

指 導 室 長 加 納 一 好 

教 育 総 務 課 長 遠 藤 毅 彦 

学 務 課 長 傳   智 則 

生 涯 学 習 課 長 市 澤 信 明 

図 書 館 長 岡 野 知 子 

主幹・統括指導主事 富 永 大 優 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

庶 務 係 長   鳥 越 富 貴 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

傍聴者  ３人 

教 育 長 直 原   裕 

委       員 
（教育長職務代理者） 

尾 関 謙一郎 

委       員 矢 部 晶 代 

委       員 松 本 誠 一 

委       員 名 取  はにわ 
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  ◎開会及び開議の宣告 

（開会 午後１時３５分） 

○直原教育長 これより平成２７年第４回教育委員会定例会を開会します。本日は全員出席

です。ここで、私から一言ご挨拶をさせていただきます。 

改正後の地方教育行政法に基づきまして、本日改めて、私は教育長として任命されまし

た。今回の法改正の趣旨、教育行政の政治的中立性、安定性、継続性を確保しつつ、教育

委員会の責任体制の明確化、危機管理体制の構築、そして市長との連携強化という法改正

の趣旨にのっとり、引き続きこの教育委員会を合議制の執行機関として、皆さんのご協力

を得て運営していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

なお、昨年度まで委員長を務めていただきました尾関委員には本日からそちらの席にお

座りいただいていますので、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  ◎会議録署名委員の指名 

○直原教育長 本日の会議録の署名は松本委員にお願いします。 

〇松本委員 はい。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  ◎教育委員会事務局の新任幹部職員の紹介 

○直原教育長 先の３月１９日に開催した第５回臨時会において承認されました教育委員会

事務局の幹部職員の発令を先ほど行いましたので、ここで紹介させていただきます。教育

部長の師岡です。 

○師岡教育部長 本日付で教育部長を拝命しました師岡です。私は平成２３度に学校適正化

等担当として教育委員会に在籍していました。３年ほど間があいていますが全力でやらせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○直原教育長 続きまして、教育総務課長の遠藤です。 

○遠藤教育総務課長 本日付で教育総務課長を拝命しました遠藤です。よろしくお願いしま

す。 

○直原教育長 指導室の統括指導主事の富永です。 

○富永統括指導主事 八王子市の上壱分方小学校からまいりました統括指導主事の富永です。

よろしくお願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  ◎傍聴について 

○直原教育長 傍聴の許可に入ります。傍聴の方はおられますか。 

○鳥越係長 いらっしゃいます。 

○直原教育長 それではお入りいただきます。 

（傍聴者入室） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  ◎議案の追加と会議の進め方 

○直原教育長 本日の会議の進め方等について、教育総務課長から説明をお願いします。 

○遠藤教育総務課長 議案の追加ですが、人事に係る事務の臨時代理の議案１件の追加をお

願いします。会議の進め方ですが、先に諸報告を行い、最後に人事案件の議案審議を非公
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開でお願いします。 

○直原教育長 委員の皆様にお諮りします。先に諸報告を行い、続いて人事案件の議案審議

を非公開で行うことでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、新しい日程により進めさせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  ◎諸報告 

○直原教育長 日程第２、諸報告に入ります。「①東久留米市教育委員会教育長職務代理者

の指名について」、教育部長から報告します。 

○師岡教育部長 教育委員会教育長の職務代理者の指名について、報告します。地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項に基づき、先ほど教育長が、教育長職務代

理者として尾関委員を指名しましたことを報告します。なお、昨年度までは教育委員長が

非常勤職員でしたので委員長職務代理者を２名選んでいましたが、改正後の地方教育行政

法に基づく教育長は常勤職ですので、教育長職務代理者は１名としています。 

○直原教育長 尾関委員、よろしくお願いします。 

○尾関委員 昨年度まで委員長を務めていましたが、これからはいち委員として、また、何

もないと思いますが、何かあったときの教育長職務代理者として、なお一層努力していき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○直原教育長 続いて、「②指導方法工夫改善定数等の適正な運用について（通知）」、指

導室長から報告します。 

○加納指導室長 資料の２枚目をご覧ください。平成２７年３月２７日付で区市教育委員会

教育長宛に、東京都教育委員会教育長から、指導方法工夫改善定数等の適正な運用につい

ての通知がありました。この通知は、本市の中学校において本来実施すべき理科のティー

ム・ティーチング授業の一部を実施していないという不適切な運用が行われていた事実が

述べられており、教育委員会としては大変重く受けとめました。 

東京都教育委員会からの通知にある「見受けられる問題点」の指摘を真摯に受けとめ、

同様の事故が二度と起こらないよう管理、監督、及び指導を徹底していきます。そのため、

東京都からの通知をもとに本市教育委員会の見解を加え、本市立小・中学校長、副校長宛

に本市教育長からの通知文を作成し、配布しました。この通知により学校が指導方法工夫

改善定数等を適正に運用するよう、校長会、副校長会、教務主任会等で指導していきます。 

○直原教育長 ただいまの報告についてご質問やご意見があれば伺います。 

○矢部委員 事務局では指導室長をはじめ、統括指導主事や指導主事の先生方がしっかり指

導されていることはもちろん存じていますが、この通知文の中で見受けられる問題点の

（２）と（４）あたりは、教育委員会としてもしっかり受けとめなければならない問題だ

と思います。こういうことが定例化していると言われないようにしたいと思います。 

学校訪問などの機会があれば早めに日程を教えていただき、都合がつけば極力私たちも

伺うようにしたいと思います。学校を管理監督するわけではありませんが、応援するとい

う気持ちで学校に数多く足を運びたいと思っています。 

○直原教育長 ほかにご意見はありますか。 

○尾関委員 矢部委員が言われたとおり「日常的な指導はなかったのか」という指摘は非常
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に耳が痛い。真摯に受けとめなければいけないと思っています。できるだけ事務局を応援

し、委員も学校側に対する注意喚起の一助になればと思います。 

○直原教育長 このことについては指導室長から話がありましたように、今後さまざまな場

をとらえて指導を徹底していきたいと考えています。 

○市澤生涯学習課長 追加で報告があります。市立西中学校ハンドボール部女子が全国大会

３位となりましたので、４月３日にその報告会を行います。また、南中学校の演劇部が関

東大会で金賞を取り、８月に全国大会に行くことが決まりましたので、その壮行会も兼ね

て、７０１会議室で午後５時半から行う予定です。ご都合がつきましたら、委員の皆さま

にもぜひご参加いただければと思います。 

○直原教育長 おかげさまで、こういう良い報告がありました。 

ほかに報告がなければ議案の審議に入ります。人事案件ですので非公開の会議となりま

す。申し訳ありませんが、傍聴の方はご退室をお願いします。 

（公開しない会議を開く） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ※第４回定例会は非公開で人事案件の審議を行った後に閉会しました。



 

－5－ 

東久留米市教育委員会会議規則第３０条の規定により、ここに署名する。 

 

  平成２７年４月１日 

 

                教 育 長 直原  裕（自 書） 

 

 

 

                署名委員 松本 誠一（自 書） 

 


